
第２ 公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）の一部改定
　　「公共建築工事内訳書標準書式（建築工事編）」（平成１５年３月３１日付け国営計第１９６号）の一部を次の表のように改定する。

改　定 現  行

公共建築工事内訳書標準書式  
 

１．工事費内訳書の構成 

 工事費内訳書は、直接工事費と共通費を加算した工事価格に消費税等相当額を加算す

ることにより、工事費を算出するようにまとめたものとし、以下により構成する。 

 

 (1) 種目別内訳書 

 (2) 科目別内訳書 

 (3) 中科目別内訳書 

 (4) 細目別内訳書 

 (5) その他 

 

２．工事費内訳書の内容 

 工事費内訳書の記載内容は、次のとおりとする。 

 

(1) 種目別内訳書 

種目別内訳書には、直接工事費及び共通費の種目の金額並びに消費税等相当額を

記載する。 

 

ｲ) 直接工事費の種目 

直接工事費の種目は、設計図書の表示に従い各工事種目ごとに区分する。 

なお、全体工事のうち、一部分について全体工期より先に完成を指定した部分

（指定部分）等がある場合は、当該部分を区分して記載する。 

 

ﾛ) 共通費の種目 

① 共通仮設費 

共通仮設費は、１式で記載する。 

② 現場管理費 

現場管理費は、１式で記載する。 

③ 一般管理費等 

一般管理費等は、１式で記載する。 

なお、工事を専門工事業者等に発注する場合においては、共通仮設費、現場

管理費、一般管理費等を合わせ、共通費として１式の金額を記載することがで

きる。 

 

ﾊ) 消費税等相当額 

消費税等課税対象額に消費税等率を乗じた額を記載する。 

 

(2) 科目別内訳書 

科目別内訳書は、種目別内訳において区分した工事種目の直接工事費を主要な構  

公共建築工事内訳書標準書式  
 

１．工事費内訳書の構成  

 工事費内訳書は、直接工事費と共通費を加算した工事価格に消費税等相当額を加算す

ることにより、工事費を算出するようにまとめたものとし、以下により構成する。  

 
 (1) 種目別内訳書  

 (2) 科目別内訳書  
 (3) 中科目別内訳書  

 (4) 細目別内訳書  

 

 
２．工事費内訳書の内容  

 工事費内訳書の記載内容は、次のとおりとする。  

 
(1) 種目別内訳書  

種目別内訳書には、直接工事費及び共通費の種目の金額並びに消費税等相当額を

記載する。  
 

ｲ) 直接工事費の種目  

直接工事費の種目は、設計図書の表示に従い各工事種目ごとに区分する。  

なお、全体工事のうち、一部分について全体工期より先に完成を指定した部分

（指定部分）等がある場合は、当該部分を区分して記載する。  

 

ﾛ) 共通費の種目  

① 共通仮設費  
共通仮設費は、１式で記載する。  

② 現場管理費  

現場管理費は、１式で記載する。  
③ 一般管理費等  

一般管理費等は、１式で記載する。  

なお、工事を専門工事業者等に発注する場合においては、共通仮設費、現場

管理費、一般管理費等を合わせ、共通費として１式の金額を記載することがで

きる。  

 

ﾊ) 消費税等相当額  

消費税等課税対象額に消費税等率を乗じた額を記載する。  
 

(2) 科目別内訳書  

科目別内訳書は、種目別内訳において区分した工事種目の直接工事費を主要な構  
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改　定 現  行

成に従い区分し、その科目の金額を記載する。 

 

(3) 中科目別内訳書 

中科目別内訳書は、科目別内訳において区分した科目をさらに主要な構成に従い

区分し、その中科目の金額を記載する。ただし、工事内容等により区分する必要が

ない場合は、省略しても良い。 

 

(4) 細目別内訳書 

細目別内訳書は、各科目あるいは中科目に属する細目ごとに数量、単価及び金額

を記載する。 

なお、必要に応じて別紙明細書を設け、１式で記載することができる。 

 

ｲ) 仮設に要する費用、機械器具等、運搬費等で各科目に区分できる専用仮設は、

当該科目の細目に記載する。  

ﾛ) 摘要欄は、材種、材質、形状、形式、寸法、工法、その他単価に対応する条

件などを記載する。  

 

(5) その他（公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律第十二条及び第十

三条関連） 

必要に応じて、材料費（材料、消耗材料費等）、労務費等の金額を記載する。た

だし、区分が困難なものについては、材料費又は労務費以外の項目として１式の金

額を記載することができる。 

 

 

３．標準書式 

  標準書式は、以下のとおりとする。  

  本書式は、公共建築工事の工事費内訳書の標準的な書式を示すもので、具体的記載

内容については、工事内容に応じたものとする。  

成に従い区分し、その科目の金額を記載する。  

 

(3) 中科目別内訳書  

中科目別内訳書は、科目別内訳において区分した科目をさらに主要な構成に従い

区分し、その中科目の金額を記載する。ただし、工事内容等により区分する必要が

ない場合は、省略しても良い。  

 

(4) 細目別内訳書  

細目別内訳書は、各科目あるいは中科目に属する細目ごとに数量、単価及び金額

を記載する。  
なお、必要に応じて別紙明細書を設け、１式で記載することができる。  
 

ｲ) 仮設に要する費用、機械器具等、運搬費等で各科目に区分できる専用仮設は、

当該科目の細目に記載する。  

ﾛ) 摘要欄は、材種、材質、形状、形式、寸法、工法、その他単価に対応する条

件などを記載する。  
 

 

 

 

 

 

 

 

３．標準書式  

  標準書式は、以下のとおりとする。  

  本書式は、公共建築工事の工事費内訳書の標準的な書式を示すもので、具体的記載

内容については、工事内容に応じたものとする。  
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改　定 現  行

公共建築工事内訳書標準書式
（その他）

名　　　　　称 摘　　　要 数　　量 単 位 金　　　額 備　　　考

　材料、消耗材料費等 1 式

　労務費 1 式

　上記以外 1 式

計
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